
行政書士ＡＤＲセンター東京 

平成 ２１ 年 ９ 
行政書士ＡＤＲセ

センター長 伊藤

※著作権は本人

【１】 
 
  平成２１年５月２５日 ＡＤＲ機関認証を取得（第３０号） 
  （現在機関認証を取得しているのは現在４０機関） 
 
  行政書士会としては初めての機関認証 
 
【２】 
 特徴 
 
 １，対話促進型調停 
 
   当事者の対話を通して解決する手法 
 
 ２，４つの専門分野 
 
   ① 外国人の職場環境・教育環境に関する紛争 
   ② 自転車事故に関する紛争 
   ③ 愛護動物に関する紛争 
   ④ 居住用賃貸借物件に関する敷金返還・原状回復に関する

 
 ３，処理期間 
 
  処理は受付順で、調停３回程度を想定（２か月程度） 
 
 ４，費用 
 
   申込手数料 ３，６００円 
   期日手数料 ３，６００円 
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【３】 
 
  構成員 
 
  センター長、次長       各１名 
  運営委員（弁護士３名を含む） １０名  
 
  手続管理委員         ２１名 
   
  
  調停人候補者      のべ ４１名 （実数２２名）    
        第１号（外国人） １０名 
        第２号（自転車） １０名 
        第３号（動物）  １０名 
        第４号（敷金）  １１名 
 
 
【４】 
 
受理件数 

  （Ｈ２１，５，２５～９，１７） 
 
 相談 受付 受理 
外国人 ０ ０ ０ 
自転車 ３ １ ０ 
ペット １１ ０ ０ 
敷金・原状回復 ３ １ １ 
合計 １７ ２ １ 
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【５】 
 
敷金に関するトラブル 
 
 
敷金の返還に関するトラブル 

 
費用負担 
  
 費用 
 
 
【６】 
 
センターの判断基準は「ガイドライン」 

 
           「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（改訂版）」

国交省ガイドライン 
           「東京都賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」 
           東京都ガイドライン 
 
【７】 
 
 これからのセンターの展望として（研究課題） 
 
  取扱範囲の拡大 
 
 ・更新に関するトラブル 
 ・家賃に関するトラブル（家賃滞納を含む） 
 ・定期借家権に関するトラブル 
 
 ・造作等施設に関するトラブル 
 ・契約に関するトラブル 
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【８】 
 
 要望 
 
 解決を図るための法令（あるいはガイドライン）を整備してほしい 
 
 解決の指針（基準） 
 




















